
● 協力雇用主について
● 協力雇用主が利用できる各種支援制度について
● 複数の協力雇用主による「再出発を支援する」経験談

　犯罪をした者等の自立及び社会復帰に協力することを目的に、その事情を理解した
うえで雇用し、刑務所出所者等の立ち直りに協力する事業主のことです。

NPO法人 愛知県就労支援事業者機構
TEL.052-938-3910　FAX.052-938-3909

お問合せ

申込方法

セミナー内容 ～協力雇用主の役割・やりがいとは～

主催：愛知県／事務局（事業受託者）：ＮＰＯ法人  愛知県就労支援事業者機構　
共催：中部矯正管区（矯正就労支援情報センター室）  名古屋保護観察所  愛知労働局

7月27日（月）までに右の二次元コードから ▶▶
お申し込み下さい。 会

場
マ
ッ
プ

愛知県産業労働センター（ウインクあいち）
１１階１１０４会議室　（名古屋市中村区名駅４-４-３８）

愛知県内企業の事業主、人事担当者 等

日 時

場 所

対 象 50名定 員

令和８年８月６日（木） 
午後1時30分～午後4時 （受付開始：午後1時～）

協力雇用主協力雇用主登録拡大セミナー

参加費
無料

刑務所出所者等の
再出発を支援する雇用主の力

「協力雇用主」の登録を考えてみませんか？

更生保護のマスコットキャラクター
更生ペンギンのホゴちゃん

協力雇用主とは？

　本セミナーでは、各種支援制度について解説するとともに、雇用経験豊富な
協力雇用主の方の具体的な受入事例・更生保護の魅力をご紹介します。
　人材確保と社会貢献の両立を考える機会として、是非ご参加ください。


